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告         示 

 

兵庫県告示第168号の２ 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市計

画を変更した。 

  なお、当該都市計画の図書は、兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課において縦覧に供する。 

   令和３年２月25日 

                                                    兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 都市計画の種類及び名称 

阪神間都市計画道路 

  1.5.8号名神湾岸連絡線 

3.1.2号浜手幹線 

3.1.84号湾岸側道１号線 

3.3.153号浜甲子園線 

3.3.154号今津東線 

２ 都市計画を変更した土地の区域 

(1) 1.5.8号名神湾岸連絡線 

   西宮市朝凪町、今津曙町、今津水波町、甲子園高潮町、甲子園洲鳥町、今津久寿川町、今津社前町、今

津大東町、今津二葉町、今津港町、今津西浜町、西宮浜１丁目及び西宮浜２丁目 

(２) 3.1.2号浜手幹線 

   西宮市今津水波町及び今津大東町 

(３) 3.1.84号湾岸側道１号線 

西宮市甲子園浜１丁目 

(４) 3.3.153号浜甲子園線 

西宮市枝川町、浜甲子園１丁目及び甲子園浜１丁目 

(５) 3.3.154号今津東線 

西宮市今津水波町、今津社前町、今津港町及び今津西浜町 
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